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(57)【要約】
【課題】３－Ｄ集積回路側方熱放散を提供する。
【解決手段】積み重ねＩＣ装置の段の間のエア・ギャッ
プを熱伝導材料で充てんすることによって、段の一つの
中の一つ以上の個所に生じた熱が側方に移動されること
が可能である。熱の側方移動は段の全長に沿うことが可
能であり、熱材料は電気的に絶縁していることが可能で
ある。スルー・シリコン・ビア（ＴＳＶ）が、熱的に問
題のある個所からの熱放散を支援するために、ある個所
に構築されることが可能である。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その中に構築された素子を有している第一と第二の段と、
　前記第一と第二の段の間に配置された第一の熱伝導材料を備えており、前記第一の材料
は、前記第一と第二の段の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有している、多段半導体。
【請求項２】
　前記第一の材料の前記熱伝導率は少なくとも１０Ｗ／ｍ／Ｋである、請求項１の半導体
。
【請求項３】
　前記第一の熱伝導材料は電気的に絶縁している、請求項２の半導体。
【請求項４】
　前記第一の熱伝導材料はパターン膜である、請求項１の半導体。
【請求項５】
　少なくとも一つの段の端部に配置された第二の熱伝導材料をさらに備えており、前記第
二の熱伝導材料は、前記段の間に配置された前記第一の熱伝導材料に熱的に連結されてい
る、請求項１の半導体。
【請求項６】
　前記熱伝導材料は、ダイヤモンド・マトリックスとダイヤモンド膜パターンのリストか
ら選択されている、請求項１の半導体。
【請求項７】
　前記半導体内の熱的に問題のあるエリアから側方に移動された個所に一つの段の層の少
なくとも一部を通って配置された少なくとも一つの熱伝導ビアをさらに備えている、請求
項１の半導体。
【請求項８】
　前記ビアは、少なくとも部分的にカーボン・ナノチューブでとじ込まれている、請求項
７の半導体。
【請求項９】
　段積み半導体を製造する方法であり、
　第一のダイを選択することと、
　前記ダイの少なくとも一つの接合表面に熱伝導材料を塗布することと、
　それに塗布された熱伝導材料を有している前記第一のダイの前記接合表面を第二のダイ
の接合表面に接合接触状態に至らせることを備えている、方法。
【請求項１０】
　前記ダイ上にパターン膜を接合することを備えている、請求項９の方法。
【請求項１１】
　前記パターン膜はダイヤモンドを包含している、請求項１０の方法。
【請求項１２】
　追加ダイのために前記選択することと、塗布することと、至らせることを繰り返すこと
をさらに備えている、請求項１１の方法。
【請求項１３】
　積み重ねＩＣ装置の熱放散のための方法であり、
　多段ＩＣ装置の一つの段の熱的に問題のあるエリアからの熱が前記装置の隣接する段の
間の中間層エリアに流れることを可能にすることと、
　熱流を側方に、前記中間層エリアの中で、前記中間層エリアと熱的に連絡状態にある少
なくとも一つの熱放散個所へ促進することを備えている、方法。
【請求項１４】
　前記熱放散個所は、前記装置の少なくとも一つの段の一部を通って構築されたビアであ
る、請求項１３の方法。
【請求項１５】
　前記熱放散エリアは、一つの段の張り出しである、請求項１３の方法。
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【請求項１６】
　前記熱放散エリアは、前記装置の同じ段の中の隣接しているダイの間のギャップの中の
熱伝導材料であり、ギャップの中の熱伝導材料が熱を装置の表面へ放散する、請求項１３
の方法。
【請求項１７】
　前記熱伝導材料は電気的に絶縁している、請求項１６の方法。
【請求項１８】
　前記配置することは、ＣＶＤ、ＰＶＤ、スピン・オン、スクリーン・オンのうちの少な
くとも一つによって段の表面に熱伝導材料を堆積することを備えている、請求項１３の方
法。
【請求項１９】
　前記熱伝導材料はパターン膜である、請求項１８の方法。
【請求項２０】
　前記熱伝導材料はダイヤモンドを備えている、請求項１７の方法。
【請求項２１】
　その中に構築された素子を有している第一と第二の段と、
　前記第一と第二の段の中の金属層の間に配置された熱伝導材料を備えており、前記熱伝
導材料は、前記第一と第二の段の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有している、多段半導体
。
【請求項２２】
　前記熱伝導材料はダイヤモンドを備えている、請求項２１の半導体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この開示は、集積回路（ＩＣ）に、より明確には多段（３－Ｄ）ＩＣに、さらに明確に
は３－Ｄ ＩＣの熱放散を増強するためのシステムと方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣ技術では、多段または三次元（３－Ｄ）ＩＣ装置を形成するために、チップ（ダイ
）を一緒に積み重ねる必要がある。そのような３－Ｄ ＩＣ積み重ねの一つの結果は、信
号が単一のパッケージ内にとどまっているときに移動しなければならない減少した距離の
ため、信号処理中の信号伝播時間の減少である。
【０００３】
　段結合のための一つの方法は、二つの（またはそれよりも多くの）ダイを一緒し、それ
からダイを単一構造体の中に封入することである。それぞれのダイの表面上の電気的導体
および／またはコンタクトは、異なるダイ上のコンポーネント間で電気的信号を運ぶ役目
をする。
【０００４】
　ダイが互いの非常に近くに配置されているときの一つの問題は、熱密度が増加するとい
うことである。さらに、積み重ねＩＣの低減されたサイズのために、（基板厚は７００～
１００ミクロンから２０ミクロン未満になりつつあり）、側方熱伝導率は低減される。し
たがって、ホットスポットは、熱源から熱を運び去る能力をほとんどもたずに存在するで
あろう。
【０００５】
　側方熱伝導率を増大させる一つの方法は、段の少なくとも一つの基板厚を増大させるこ
とである。別の方法は、熱を放散すことが可能であるようにチップ中の金属層を増大させ
ることである。これは、次に、信号送信速度を下げるだけでなく、パッケージの所望のア
スペクト比に否定的な影響を与える。
【０００６】
　一つよりも多くの段が接合されるとき、追加の問題が存在する。そのような状況で、積
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み重ねＩＣ装置は、段の間の酸化物の多層を包含している。酸化物は、貧弱な熱導体であ
り、熱放散問題を増す。
【０００７】
　熱伝導率問題を助けるために取り得るいくつかのアプローチがある。一つのそのような
アプローチは、スルー・シリコン・ビア（ＴＳＶ）を使用して、熱を内側部から表層に移
動させ、それからＩＣパッケージの表面に配置された高熱伝導率材料などの伝統的方法を
使用して熱を除去することが可能であろう。そのような解決策の問題は、熱を発生するホ
ットスポットの近傍でさまざまな段に構築された装置のために、回路レイアウトがＴＳＶ
を必要な個所に配置することを妨げ得ることである。
【０００８】
　別の方法は、さまざまなホットスポットを冷やすために積み重ねＩＣ装置を通って冷却
材料を循環させることである。移動している液体が、ポンプ機構と、液体路のための厳し
い耐性を必要とするので、これは製造するのに多くの費用を要する。また、必要な個所に
冷却材料を路で運ぶことが可能ではないことがある。路の問題は冷却液を無理やり基板自
体に通すことによってある程度は解決できるであろうが、この方法はさらなる問題とコス
トのセットなくしてありえない。
【発明の概要】
【０００９】
　発明の実施形態は、積み重ねダイの間のエア・ギャップを熱伝導材料で充てんし、それ
は、各ダイの中の一つ以上の個所に生じた熱が側方に移動されることを可能にする。熱の
側方移動は、ダイの全長に沿う、または長さの一部に沿うことが可能である。一実施形態
では、熱材料は電気的に絶縁している。一実施形態では、たぶんカーボン・ナノチューブ
を使用しているＴＳＶが、熱的に問題のある個所からの熱放散を支援するために、ある個
所に構築されることが可能である。
【００１０】
　一実施形態では、多段半導体は、第一と第二の段の間に配置された熱伝導材料を有して
おり、前記材料が、前記第一と第二の段の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有している。
【００１１】
　別の実施形態では、段積み半導体を製造する方法が開示され、そこでは、熱伝導材料が
第一のダイの少なくとも一つの接合表面に塗布され、そのダイの接合表面が第二のダイの
接合表面に接合接触状態に至らされる。
【００１２】
　また別の実施形態では、積み重ねＩＣ装置の熱放散のための方法が開示され、それは、
多段ＩＣ装置の一つの層の熱的に問題のあるエリアからの熱が装置の隣接する段の間の中
間層に流れることを可能にし、その結果、側方熱流が、中間層エリアの中で、中間層エリ
アと熱的に連絡状態にある少なくとも一つの熱放散個所へ促進される。一実施形態では、
熱放散エリアは、装置の段の少なくとも一つの層を通って構築されたビアである。別の実
施形態では、熱放散エリアは、同じ段の中の隣接するダイの間のギャップである。
【００１３】
　上記は、続く詳細な説明が一層よく理解されるように本発明の特徴と技術的な利点をや
や広く概説した。追加の特徴と利点は、発明の請求項の主題を形成する下文に説明される
。開示された概念と特定の実施形態が本発明の同一目的を実行するための他の構造を修正
または設計する根拠として容易に利用され得ることは、この分野の当業者によって認めら
れるべきである。また、添付の特許請求の範囲で述べられる発明の趣旨と要旨から逸脱し
ない等価な構造体が、この分野の当業者によって実現されるべきである。発明の特質であ
ると考えられる新規な特徴は、構成および動作の方法の両方に関して、さらなる目的と利
点と一緒に、添付図面と関連して考慮される続く説明から一層よく理解されるであろう。
しかしながら、各図は例証と説明の目的のためだけに提供され、本発明の限定の定義とし
て意図されていないと明確に理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
　本開示のより完全な理解のために、添付図面と関連しておこなわれる続く説明がいま言
及される。
【図１】図１は、３－Ｄ集積回路に存在し得る熱問題の一つの側面を示す側断面図である
。
【図２】図２は、熱除去問題の一つの代表的な解決策を示している側断面図である。
【図３】図３は、開示の概念の一実施形態を示している側断面図である。
【図４】図４は、開示の教示にしたがって積み重ねＩＣ装置を構築する方法の一実施形態
を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、３－Ｄ集積回路に存在し得る熱問題条件の一つの側面を示している。図１に示
されるように、ダイ１１は、ダイ１２に積み重ねられている。ダイ１１の活性層は層１０
２であり、ダイ１２の活性層は層１０３である。これは、ダイの活性層が、任意の向き、
上または下にあってよいような、代表的な配列である。
【００１６】
　ビア１０５は、ダイ１１の基層１０１を通って走っている。ビアは、層１０２、１０３
および／または１０４に望まれるように構築されることが可能である。電気パス１０７と
１０８は、ダイの間の相互連結を形成している。シール１０９は、不所望の汚染物質が、
それぞれのダイ１１，１２の間のエリア１２０に入るのを防止するように作用する。
【００１７】
　素子１０８は、通常は３０ミクロン以下の規模であり、通常は銅または錫銅金属対金属
ボンドを形成する。エリア１２０は通常はエア・ギャップである。ギャップ１２０は、１
０ミクロン未満の範囲にあることが可能である。
【００１８】
　ホットスポット１１０はダイ１２上にあり、挑戦は、この比較的小さなエリア１１０か
らダイ積み重ね体の外部へ熱を移動させることである。素子１１１はホットスポット１１
０のまさに上方にあり、層１０３，１０２，１０１を通って上方へ移動するホットスポッ
ト１１０からの熱によって影響されるであろうことに注意されたい。
【００１９】
　図２は、熱除去問題に対する一つの論じられた解決策を示している。この溶液では、個
々のＴＳＶ２０１、２０２および２０３を有しているＴＳＶアレイ２００が、ホットスポ
ット１１０からの熱のための熱伝導率を提供するために配置されている。熱は、底部ダイ
１２の活性エリアである層１０３を通り抜ける。それから熱は、ダイ１１の活性層１０２
を通り抜け、それからＴＳＶアレイ２００を介して外部へ引き出される。ビア２０１，２
０２，２０３は、熱伝導率を増大させるために銅またはタングステン裏打ちされてよいが
、任意の熱的伝導材料が働くであろう。一実施形態では、カーボン・ナノチューブ（ＣＮ
Ｔ）がビア２０１，２０２，２０３を充てんするために使用されることが可能である。別
の実施形態では、ＣＮＴがビア２０１，２０２，２０３を部分的に充てんし、金属がビア
２０１，２０２，２０３の残りを充てんする。ＣＮＴの利点は、電流密度の改善のほかに
、電気的および熱伝導率の改善である。
【００２０】
　図３は、開示の概念が利用された一実施形態３０を示している。熱伝導材料３２０が、
ダイ３１と３２の間のギャップ内に配置されている。別の実施形態では、熱伝導材料３２
０は、段３１，３２の活性層３０２，３０３の一つの（図示しない）金属層の間にある。
熱伝導材料３２０は、理想的には側方伝熱を促進にするために１０Ｗ／ｍ／Ｋよりも大き
い熱伝導率を有しているであろう。材料３２０は熱導電性であり、一実施形態では、ダイ
３１，３２に包含された素子の動作に干渉するであろうダイ３１，３２を連結している電
気的導通を短絡させないように電気的に絶縁している。材料３２０は、さまざまな方法に
よってたとえば配置される、たとえば、スピン・オンされる、化学蒸気堆積（ＣＶＤ）お
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よび／または物理蒸着堆積（ＰＶＤ）によって堆積されることが可能である。材料３２０
は、ダイヤモンド・マトリックスまたはダイヤモンド膜パターンであってよい。
【００２１】
　一つのダイ３１の一つの層３０２が示されているだけであるが、材料３２０は、二つの
接合層３０２，３０３のおのおのの表面上に配置されることが可能であり、その結果、各
層３０２，３０３上の材料３２０は、ダイ３１，３２が積み重ねられたときに互いに実際
に触れる。あるいは、材料３２０は、接合層３０２，３０３の一方だけに置かれてもよい
。
【００２２】
　動作では、ホットスポット３１０からの熱は、ダイ３２の層３０３を上方に通り抜けて
、材料３２０の中に入る。それから熱は、材料３２０に沿って側方に、張り出し縁３３０
などの装置の縁に伝わり、または、より一般的には、熱は、一つ以上の熱放散ビアを通っ
て、たとえば層３０１に構築されたビア３３１を通ってダイ３１から上へ抜ける。熱の側
方移動のために、装置３０にわたる温度のよりよい均一さがある。この利益は、熱が装置
３０の全体にわたって比較的速く広がることを可能にし、それによって、装置３０を平等
に熱くさせる。全装置３０または装置のパッケージなどのより大きいエリアからの熱の除
去は、小さい内部エリアから熱を除去することよりも実施するのが簡単である。
【００２３】
　熱放散ビア３３１は、ダイ３１を上に、またはダイ３２を下に通り抜けることが可能で
あることに注意されたい。熱伝導材料３２０の一つの利点は、熱放散ビア３３１が熱的に
問題のあるエリア３１０から側方にオフセットされることが可能であり、これにより、さ
まざまな層３０１，３０２，３０３に構築された回路構成または他の素子のために使用さ
れる問題のあるエリアのまさに上方のエリアを解放することである。熱は、層３０１，３
０２，３０３を通って直接上方へ流れる必要はないが、むしろビア３３１は、たとえば、
角度がつけられているおよび／または曲げられていることが可能であろうことにも注意さ
れたい。側方熱放散の別の利点は、より少数のＴＳＶが必要とされることである。
【００２４】
　二つを超える段を有している多段装置については、多重中間層熱放散構造が使用される
ことが可能である。したがって、熱は、熱源から第一の中間層エリア内の第一の距離を側
方に移動し、それからビアの支援で一つの段を上方に通過し、それから再び第二の中間層
エリア内を側方に（任意の方向に）移動し、提供された熱伝導材料は、第一と第二の両方
中間層エリアに配置されている。
【００２５】
　材料３２０からのさらに大きな熱除去を可能にするための一つのシステムは、ダイ３１
などの層の一つを他のダイ３２よりも周辺に大きくし、それにより、ダイの大きい方の張
り出しているへりに表面エリア３３０などの表面エリアを作り出すことである。この同じ
技術は、もし望むならば、直径に関してずらされることが可能であろういくつかの段に対
して働くであろうということに注意されたい。材料３２０の組成は、表面全体にわたって
同一である必要がなく、ホットスポット３１０から遠ざかって熱伝導率を支援するために
材料３２０の違いが使用されることが可能であろう。
【００２６】
　一実施形態では、底部ダイが上部ダイよりも大きい。したがって、ギャップは、底部ダ
イの上に横たわる（単一の段の）二つの上部ダイの間に存在するであろう。本開示によれ
ば、ギャップじゅうてん材料は、上部ダイの間のこのギャップ内に提供されることが可能
である。ギャップじゅうてん材料は熱導電性であることが可能であり、ダイヤモンド膜な
どの良好な熱伝導性を備えた任意の材料であることが可能である。一実施形態では、熱導
電性ギャップじゅうてん材料は、積み重ねＩＣ装置から外へ熱を移送することを助けるた
めに、材料３２０に熱的に連結されている。
【００２７】
　図４は、開示の教示にしたがって積み重ねＩＣ装置を構築する方法の一実施形態４０を
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示している。プロセス４０１は、積み重ねＩＣ装置を構築するためにダイが選択されたか
どうかを判断する。そうでなければ、プロセス４０２は待ち時間を制御する。ダイが選択
された後、プロセス４０３は、ダイの少なくとも一つの側方表面に熱伝導材料が追加され
るべきかどうかを判断する。熱伝導材料は、ＣＶＤかＰＶＤ処理などの上に論じた方法の
任意の一つによってプロセス４０４の制御下で堆積されることが可能であり、あるいは、
材料は、膜としてスピン・オンまたは塗布されることが可能である。
【００２８】
　プロセス４０５と４０６は、前に選択されたダイを合わさせるために選択される次のダ
イを待つ。プロセス４０７と４０８は、適当ならば、この次のダイに熱伝導材料を追加し
、それから、プロセス４０９は、ダイを一緒に接合する。プロセス４１０は、より多くの
ダイが追加されるかどうかを判断する。ダイがすべて選択され、（適当ならば）熱伝導材
料で被覆されたとき、プロセス４１１は、それから検査および／または使用にとって有効
であるＩＣパッケージを完成する。
【００２９】
　本発明とその利点が詳細に説明されたけれども、添付の特許請求の範囲によって定義さ
れる発明の趣旨と要旨から逸脱することなく、さまざまな変更や置換や代替がここに成さ
れることが可能であることを理解すべきである。たとえば、材料３２０は非電気導電性で
あると説明されたけれども、材料を電気導電性にすることは可能である。この実施形態で
は、電気伝導材料はパターニング可能である、すなわち、パターニングされることが可能
であるべきであり、その結果、熱をまだ熱的に放散しながらも、電気的導通を防止するた
めにいくつかのビアから分離されることが可能である。
【００３０】
　本出願の要旨は、明細書に説明されたプロセスや、機械、製造、物質の組成、手段、方
法、ステップの特定の実施形態に限定されるように意図されていない。通常の当業者は開
示から、ここに説明された対応実施形態と実質的に同じ機能をおこなうか実質的に同じ結
果を達成する現在存在しているか後日開発されるプロセスや、機械、製造、物質の組成、
手段、方法、ステップが本発明によって利用され得ることを認めるであろう。したがって
、添付の請求項は、その要旨内に、そのようなプロセスや、機械、製造、物質の組成、手
段、方法、ステップを含むように意図されている。
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